
                               通知④ 

令和 7年 4月 30日  

 

 

放課後児童クラブ利用児童の保護者 様 

 

 

１ 利用者負担額及びおやつ代の口座振替時の注意点について 

  引き落とし銀行が中国銀行の場合、【児童クラブ】と記載されます。 

  引き落とし銀行が中国銀行以外の場合、【保育料】と記載されます。 

  利用者負担額およびおやつ代を合算した金額で引き落としを行います。 

  ただし、きょうだい利用をしている場合は、きょうだい別々で引き落としを 

行います。 

 

２ 児童クラブ施設内への立ち入りについて 

児童クラブでは、基本的に送迎の際は玄関などでお願いします。玄関以外の

教室内やその他の施設への立ち入りを御遠慮いただいております。これは、子

どもたちの安全を確保するための措置であり、クラブ内での安心・安全な環境

を保つためです。 

安全管理の観点から、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

３ 児童クラブ来所後、学校への忘れ物が発覚した場合 

  児童クラブに来所した後、学校に忘れ物があった場合、クラブの職員が一緒 

に忘れ物を取りに行くことはできません。保護者の方と一緒に学校へ取りに行 

っていただきますようお願いいたします。 

また、忘れ物をしないよう意識することも大切な教育の一環であると考えて 

おります。お子さまが自身の持ち物に責任を持てるよう、日々のお声掛けなど

お願いします。 

【お問い合わせ先】 

子育て推進課    0866-54-1328 

スマイル児童クラブ 0867-34-1234 

加賀西児童クラブ  0866-54-2230 

吉備高原児童クラブ 0866-56-8032 

 


